
第　２　回

札幌市都心部の喫煙対策に関する検討会

議　　　事　　　録

日　時：２０２６年２月９日（月）午後６時開会
場　所：TKPガーデンシティPREMIUM札幌大通　ホール６Ｄ
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　　１．開　　会
○古元座長　定刻となりましたので、ただいまより第２回札幌都心部の喫煙対策に関する検討
会を開催いたします。
　本日は、大変お忙しい中、お集まりをいただきまして、ありがとうございます。
　初めに、事務局よりお願いいたします。
○事務局（藤本事業廃棄物課長）　札幌市環境局事業廃棄物課長の藤本と申します。よろしく
お願いいたします。
　まず、私からは、委員の出席状況についてご報告をさせていただきます。
　本日、委員８名全員からご出席をいただけるというご連絡をいただいているのですけれども、
国枝委員がまだご到着されていないので、恐らく遅参されるのではないかと思います。８人全
員が出席の予定となっております。
　続きまして、資料の確認です。
　お手元にお配りしている資料は、一番上が次第、資料１が委員一覧、配席図、ホチキス留め
の資料３の都心部の喫煙対策についてというカラーの資料があります。
　以上の４点ですが、不足はございませんでしょうか。
　続きまして、会議の公開についてですけれども、先日開催しました第１回のときと同様、今
回の会議も公開で開催させていただきます。また、今日の議事録につきましても、後ほどホー
ムページで公開させていただきますので、ご承知おきください。
　事務局からは以上です。

　　２．議　　事
○古元座長　それでは、早速、議事に入ります。
　まず、事務局から資料３のご説明をお願いいたします。
○事務局（石田特定廃棄物係長）　札幌市事業廃棄物課の石田と申します。よろしくお願いい
たします。
　お手元の資料３をご覧ください。
　第２回検討会資料、札幌市都心部の喫煙対策についてご説明をさせていただきます。
　１枚めくっていただきまして、１ページ目の「第１回検討会での主な意見など」についてで
す。
　左上の番号がページ数になっておりますので、ご了解ください。
　まず、第１回検討会でいただいた主な意見などの概要を記載しております。
　一番上の二重線の赤色の枠が現状の課題で、第１回検討会の冒頭でご説明をさせていただい
たものになります。
　改めて確認させていただきますと、一つ目は、喫煙制限区域外、特に創成川公園や大通公園
の西側をはじめ、区域境界のきわに路上喫煙者の数が多いこと、二つ目は、すすきの地区につ
いては喫煙制限区域に含めるよう要請がなされていること、三つ目は、現在は紙巻きたばこ、
火のついたたばこのみを過料規制の対象としておりますが、条例の制定時にはなかった加熱式
たばこを吸っている人も多く、状況が変わっており、煙が気になるという苦情も多く寄せられ
ていることが課題としてございます。
　下のほうには委員の皆様からいただいた意見の概要を示しております。
　左側の１の喫煙制限区域の見直しについてです。
　条例施行後の効果を考えると区域拡大は必要と考える、そもそも公園は健康になるために利
用する場所であり、市内の公園全体への波及も期待できる、一方で、横浜市での全市公園禁煙
の事例もあるが、札幌市内のおよそ２，７００ある公園全部をいきなり禁煙にするのは難しい
面があることも理解しているという意見がございました。そして、区域を拡大するだけでは喫
煙者が区域外に移動するだけとなりますので、喫煙所の整備とセットで検討するべきという意
見もありました。
　喫煙所の整備について、下のほうに点線で項目を出しております。
　喫煙所の整備については、条例の施行後、ルールが浸透しているという一面もあるので、吸
う人への配慮としてあってもいいのではないか、屋外で喫煙する人も多い海外と比べても札幌
市は喫煙所が少ない印象である、におい・煙対策として屋根もあったほうがよいのではないか、
区域の拡大によって喫煙者が民間ビルの喫煙所に集まってしまう状況になるのは避けたほうが
よいのではないかという意見がございました。
　右側に進みまして、二つ目の喫煙規制対象（過料）への加熱式たばこの追加についていただ
いた意見です。
　加熱式たばこは害が少ない一面もあるが、その煙が周囲に対する害がないというわけではな
い、路上喫煙自体が見栄えがよくなく、周囲への配慮や不快感の観点でも規制に追加するのが
よいのではないか、一方で、一概にたばことしての規制をすることについても違和感があると
いう意見がありました。
　次に、３の周知啓発・取締りの方法についてのご意見です。
　喫煙所がある場所の周知もあったほうがよい、平日はビジネスマン中心、また、ここには書
いていないですけれども、休日は観光客中心といったような選択と集中をした上での周知啓発
があってもよいのではないか、取締りを進めるということよりも、周知啓発をすることによっ
てルールを守ってもらえることが理想ではないかというご意見がありました。
　そのほかの意見として、宿泊税の活用の検討のほか、すすきの観光協会の意見や要望につい
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て改めて聞きたいというお話がございました。
　これが第１回検討会での主な意見となっております。
　次のページに進ませていただきます。
　２ページ目の「喫煙制限区域拡大に関する検討にあたり」についてです。
　先ほどいただいたご意見の中で、すすきの観光協会からの意見を聞いてみたいというお話が
ありましたので、第１回検討会の後に事務局ですすきの観光協会の会長からお話を伺ってまい
りました。
　１のすすきの観光協会からの意見という部分の下に点線で囲っているのが要望書の概要とな
ります。
　一つ目は、国道３６号線から南側は区域ではないため、ポイ捨てが非常に目につく、二つ目
は、ココノススキノにより人流に変化があり、日中に人通りが増えた、三つ目は、今後、中島
公園にＭＩＣＥができることから、すすきのから中島公園にかけて喫煙制限区域に指定するべ
きではないかという要望をいただいております。
　この要望書の内容と１回目にいただいたお話を踏まえ、すすきの観光協会会長に改めて要望
書の趣旨としてお話を伺ってまいりました。
　すすきのでの喫煙規制について、まず、すすきので過料を徴収することは、飲酒をしている
状況との兼ね合いもあって現実的には難しいのではないかというお話がございました。そのた
め、二つ目にありますが、ここは禁煙ですと指導できるようになるだけで抑止力としての効果
を期待している、路上喫煙そのものを取締るというよりは、どちらかというと禁煙の区域をつ
くることによってポイ捨ての抑止という意味合いをつくっていきたいというお話がございまし
た。そして、取締りよりも周知啓発に力を入れてほしいというお話もありました。
　次に、喫煙所の設置についてですが、令和７年１０月にすすきのゼロ番地に民間により設置
された公衆向けの喫煙所により、その周辺のごみや吸い殻が減少しているという傾向があると
いうお話もありました。
　喫煙制限区域を見直しするに当たっての範囲ですが、飲食店やバーが集中するエリアを中心
に設定することでも構わないということでした。
　それから、その他になりますが、すすきの地区は、昨今、家族連れも増えており、安全であ
ることが観光客にとってとても重要であり、オーバーツーリズムという話もよく聞きますが、
現時点ではそこまでは感じられない、ただ一方で、今後ますます増えていくであろう海外の観
光客への対応も含め、地区を整備していきたいというお話でした。
　最後に、アンダーラインを引いていますが、喫煙やポイ捨てのマナー向上や雰囲気づくりを
通じて客引き行為も抑制する環境を整えていきたいとのことです。これは、客引き行為等の防
止に関する条例が札幌市にはありまして、その条例の規制と連携することで環境を整えていき
たいというお話もありました。
　次に、右側の２の札幌大通まちづくり株式会社からの意見についてです。
　後ほど区域拡大の案を出させていただくのですが、そこに大通エリアが含まれておりますの
で、大通のエリアマネジメント団体の一つである札幌大通まちづくり株式会社の社長から要望
や意見を聴取しました。
　右側の表の一つ目の大通エリアでの区域拡大についてです。
　まず、昨今の路上喫煙やポイ捨ての状況を考えると区域拡大については賛成、具体的な範囲
については今後改めて協議をしたいと考えているが、基本的に札幌市の拡大案に協力するつも
りであるとのことです。三つ目の区域の境界については、車道の両隣の歩道までを取るように
してほしい、すぐ対面の歩道で路上喫煙をされるようでは困るという話でした。分かりづらい
かと思うのですが、現状、喫煙制限区域のラインの内側の歩道までを区域としている状況です。
そうすると、車道を挟んで対面側の歩道に出ていって路上喫煙をされてしまうと困るので、可
能であれば車道の両側の歩道を喫煙制限区域に入れてほしいというお話がございました。
　次に、大通公園についてです。
　公園の区域のみの規制とした場合には、公園に接する歩道の路上喫煙者が増える懸念がある
ため、公園に接する歩道までは区域に含めてほしいということでした。先ほど、車道の両側の
歩道までという話があったのですが、仮にそうでなかったとしても、例えば、公園のみを区域
にした場合だと歩道に出ていって吸ってしまうような状況になってしまうので、公園とそれを
囲む歩道を含めて区域設定してほしいというお話でした。
　次に、狸小路についてですが、周知啓発では、商店街のベンチなど、活用できるものがいろ
いろあるということで、設置の際には事前に相談してもらえれば協力しますというお話でした。
　喫煙所については、今回の区域拡大の話以前から、もう少し喫煙所があってもいいのではな
いかという意見を聞いていたところだということでした。
　最後に、その他ですが、周知啓発広告などの場所についてはいろいろな可能性が考えられる
ので、今後とも何かあれば相談してほしいというお話もありました。
　以上が札幌大通まちづくり株式会社からのご意見です。
　このページのご意見については、両団体の会長もしくは社長からのご意見ですので、団体と
しての意見ではなく、あくまで代表者にご意見として現状を伺ってきた旨、ご留意いただけれ
ばと思います。
　次のページに進ませていただきます。
　３ページ目の「喫煙制限区域拡大案」についてです。
　左側の地図で赤色の点線で囲っているのが現状の喫煙制限区域になりまして、青色の太い点
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線は、今回、喫煙制限区域の見直しをする区域になります。
　凡例のところを最初に説明させていただきます。
　虫眼鏡でたばこを拡大しているようなマークが大通公園の西６丁目と７丁目の間と創成川公
園のところにあると思いますが、これが第１回でご説明させていただいた路上喫煙等の実態調
査にて喫煙者が多かった地域をピックアップしているものです。そして、赤色のびっくりマー
クが四つあるかと思うのですけれども、そちらは喫煙に関する苦情が多い地域となります。
　拡大案の区域はご覧いただいたとおりですが、大通と札幌駅かいわいにつきましては、大通
公園北側は創成川通から西７丁目まで、南側も同じく創成川通から西７丁目までということで、
狸小路商店街の全域と西７丁目までを含んでおります。また、創成川公園と大通公園につきま
しては全域を含んでおり、公園が途中で途切れるようにはなっておりません。大通公園は西１
２丁目の区域まで入っております。
　すすきの地区は、すすきの観光協会からも要望のあったところですけれども、南北でいきま
すと中島公園駅の手前までとなっています。そして、東西は、西１丁目、創成川通から西７丁
目までの範囲で区切っております。
　この区域案をつくらせていただいた考え方を右側のベージュの枠に書いております。
　一つ目ですが、苦情や調査結果による路上喫煙者やポイ捨てが多く見られるエリアを含める
設計としております。例えば、北海道庁や道警の間のほか、実態調査でいくと大通公園の西側
などで苦情が多かったと出ておりますので、そこを含めるような設計になっております。
　二つ目ですが、観光客や家族連れが多く見られるエリアとして、すすきの地区や狸小路商店
街などを含めております。
　三つ目ですが、大通公園と創成川公園を全域とすることで分かりやすい区域設定とし、公園
が途中で途切れないようにしております。
　四つ目ですが、すすきの地区では、中島公園のＭＩＣＥ建設による将来的な人流の変化も想
定しまして、中島公園駅までを区域設定しています。
　最後に五つ目ですが、区域全体の分かりやすさを重視しております。現状の喫煙制限区域も
長方形で、外から観光で来た方も市民の皆様もぱっと見で分かりやすい設定となっております
が、今回の見直し拡大案につきましても、一部、大通公園の西側に飛び出ている部分もあるも
のの、おおむね長方形の形を取ることで区域全体を見たときにぱっとイメージしやすく、分か
りやすい区域の設定を念頭に今回の案をつくらせていただきました。
　次のページに進ませていただきます。
　４ページ目の「加熱式たばこの規制見直し案」についてです。
　論点の一つとしてあった部分になるかと思うのですが、こちらの案についても作成しており
ます。
　１の現在の規制と見直し案では、現在と見直し案を対比しております。
　まず、条例にある規制理由としての他人の身体を害するおそれは、現在は歩きたばこによる
やけどを念頭に置いており、規制対象は、紙巻きたばこ、火のついたたばこのみで、加熱式た
ばこはやけどのおそれがないため、対象外としております。
　右側の赤枠で囲っている本市で考えた見直し案では、他人の身体を害するおそれとして、歩
きたばこによるやけど以外にも、たばこの煙のにおいによる不快感、たばこの煙による周りの
人の健康への悪影響が否定できないという２点も他人の身体を害するおそれの解釈に追加し、
その下の規制対象に加熱式たばこを追加していきたいと考えております。
　下のほうに進みまして、規制追加の考え方についてです。
　（１）の目的ですが、そもそも加熱式たばこを追加することは、美しいまちづくりの推進を
通じた市民の安全で快適な生活環境、観光都市札幌にふさわしい環境を確保するというポイ捨
て等防止条例の目的からは外れないと市では考えております。
　（２）の法令・条約における加熱式たばこの位置づけですが、まず、健康増進法で規定する
たばこに加熱式たばこも含まれており、取扱いに一部異なる部分はあるものの、紙巻きたばこ
と同様に規制対象となっています。そして、たばこ事業法で規定している製造たばこに加熱式
たばこが含まれており、紙たばこと同様の位置づけとなっています。さらに、世界保健機関、
ＷＨＯでは、加熱式たばこについても、たばこの健康被害軽減を目的とするたばこの規制に関
する世界保健機関枠組条約が適用されるとしているところです。
　これらの法令や条例における加熱式たばこの位置づけを考慮しても、加熱式たばこを規制に
追加することは差し支えないのではないかということで、こちらの案をつくっております。
　また、参考ですが、（３）の他人の身体を害するおそれとして、加熱式たばこの箱に記載さ
れている文言を概要的に抽出したものになるのですが、加熱式たばこの煙、蒸気は周りの人の
健康への悪影響が否定できない、加熱式たばこの煙、蒸気は子どもの健康への悪影響が否定で
きないと記載することがたばこ事業法施行規則によって義務づけられております。
　こちらを、規制を追加する上での考え方として案をつくらせていただいております。
　一方で、加熱式たばこをたばことして一概に規制するのもやや違和感があるというお話も
あったかと思うのですが、電子たばこの扱いについても案を作成しております。
　まず、右下の絵をご覧ください。
　左側が加熱式たばこの概略的な絵になります。
　こちらは、たばこ葉を使用し、たばこ葉やその加工品を電気で加熱して煙を発生させるもの
として健康増進法の規制対象となっています。一方で、右側の細い管のような一般に電子たば
こと呼ばれるものは、たばこ葉を使用せず、香料などを含む溶液を電気で加熱し、蒸気を発生
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させるもので、健康増進法の対象外とされております。
　このあたりを踏まえまして、電子たばこの扱いについて中段の点線の枠で囲っておりますが、
本市では規制対象とはしない方向で検討を進めたいと考えているところです。
　理由の一つ目は、電子たばこは、たばこ葉を使用していないことから、健康増進法において
規制対象外であること、二つ目は、やけどの危険性もないため、他人の身体を害するおそれが
あるとまでは言い切れないこと、三つ目は、香料を含む液体を電気加熱することで発生する蒸
気を吸うものが中心ですので、カートリッジのようなものがある加熱式たばこ、あるいは、紙
巻きのたばこと違ってポイ捨てにはつながらないこと、最後に、たばこ事業法が規定する製造
たばこにも該当していないことです。
　電子たばこについては、加熱式たばこと区別して規制対象とはしない方向でいかがかと考え
ております。
　次のページに進ませていただきます。
　５ページ目の「巡回指導・周知啓発・喫煙所について」です。
　左上の目指すべき姿というところで赤色の点線で囲っておりますが、規制や周知啓発の見直
しや喫煙所を含む環境整備によって、市民、観光客の喫煙マナー向上を通じた観光都市札幌に
ふさわしい環境美化を一つのゴールとし、目指すべき姿として書いております。これは、第１
回の最初に今回の検討の目的としてありました観光都市としてふさわしい環境の確保のほか、
吸う人も吸わない人も快適な環境を享受することと同質のものと考えておりまして、一連の取
組で目指すべき姿として記載をしております。
　右側の規制・環境整備は、先ほど、区域や加熱式たばこの扱いなどの規制について案をお示
しさせていただきましたが、それ以外の規制で中心になっていく巡回指導について書かせてい
ただいております。
　巡回指導においては、ご意見としてありましたが、取締りのための巡回ではなく、マナーの
周知啓発を重点に置いた巡回ができることが理想であると考えております。また、客引き禁止
条例による指導巡回との連携のほか、区域拡大により巡回負担増となりますので、対象と目的
を明確にした巡回計画を立案することで、区域拡大した中でも効率性や実効性を確保していけ
るような在り方を検討したいと思っております。
　環境整備については、都心部の公衆喫煙所の整備と緑色の枠にありますが、こちらは以下の
考え方で進めていきたいと考えております。
　一つ目が観光都市にふさわしい公衆喫煙所整備と配置、ルールやマナーを守るための場所と
しての整備、二つ目が民間企業や地域と連携しての整備や維持管理です。
　こちらは、まだ具体の見通しが難しい部分もあるところですが、これまでの本市の例でいき
ますと、大通公園の西３丁目と５丁目にある喫煙所は民間企業の寄附による設置になっており
ます。また、昨年１０月にすすきの地区に設置された民間による公衆喫煙所は、喫煙所内の広
告による収入を維持管理のコストに充てるという手法を取っていると伺っておりまして、この
あたりも含めていろいろなところとの連携が考えられるのではないかということで記載してお
ります。
　三つ目は、煙やにおいに配慮した室内密閉型の喫煙所構造で煙が漏れないようにすること、
四つ目は、喫煙所の情報、場所の周知や提供を行っていく必要があると考えております。
　右下にありますのは本市の大通公園西３丁目の喫煙所と他都市の事例ですが、大阪府吹田市
の吹田駅前公園の中にある喫煙所でして、公園の環境に溶け込むようなデザインの喫煙所もあ
るということで例として示しております。
　これらの規制、環境整備を行った上で、左下の周知啓発ということで、一つ目のインバウン
ド観光客を対象とした旅行業界、ホテル等との連携した取組の検討、二つ目の企業や団体を通
じた都市部ビジネスマンなどへの周知、周知啓発対象の選択と集中を行っていく中で、より深
く環境を整えていけるような周知啓発を行っていけたらと考えています。
　これらを通じて、定期的な効果検証による取組の見直しや宿泊税の活用を財源として検討し
ながら、先ほどご説明した目指すべき姿、観光都市札幌にふさわしい環境美化を達成するポイ
捨て、都心部の喫煙対策がそのうちの一つの手だてになればと考えております。
　最後のページですが、６ページ目の「（参考）他都市の路上喫煙対策実施状況」についてで
す。
　まず、１の調査概要・調査標本数についてです。
　調査時点は、昨年、令和７年の１１月、調査対象は全国に２０ある政令指定都市で、他都市
が行った実態調査を基に記載しております。下のグラフは、全体で２０の政令指定都市に対し
て調査をかけたうち、札幌市を除く１９市についてデータ集約したものになっております。
　ざっと枠の中に書いていますが、２０の政令指定都市の全てで散乱防止条例等が制定されて
おりまして、ポイ捨てや路上規制に関する規制がなされております。そして、そのうち１８の
政令指定都市では、路上喫煙禁止地区における喫煙に対して罰則規定、過料徴収の規定を設け
ているということでした。
　２の調査結果・設問についてです。
　Ｑ１の条例制定の目的ですが、本市以外の１９自治体全てで身体の安全ややけど等を条例制
定の目的としているということでした。ちなみに、受動喫煙についてが１自治体ありますが、
条例の中で受動喫煙と明確に書いているものではなく、条例の目的としてこのように解釈して
いるという回答でした。
　他自治体の情報であまり公開していないものもあるということで、具体的な自治体名につい
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ては控えさせていただきながらのご説明になることをご了承ください。
　Ｑ２の路上喫煙禁止地区における加熱式たばこの取扱いについてです。
　現状、札幌市では規制対象ではなく、注意もしていないという状況ですが、規制対象として
いる自治体がオレンジの６自治体、規制対象ではないけれども、注意しているのが１２自治体
という内容になっております。
　Ｑ３の公衆喫煙所の設置状況については、記載のとおりになりますので、ご参考までにご覧
ください。
　巡回指導員数については、札幌市は３名で巡回しているところですけれども、グラフのとお
りの内訳になっております。
　最後に、Ｑ５の公園における喫煙の規制状況及び規制の根拠についてです。
　札幌市では、大通公園西１丁目から４丁目までは喫煙制限区域になりますので、路上喫煙禁
止となっていますが、それ以外のところは路上喫煙を控えるよう努めなければならないという
規定になっておりますので、努力義務という位置づけです。市内公園が全面禁煙になっている
のが９自治体あるということで、外枠で書いていますけれども、様々なやり方で規制をかけて
いる状況です。
　長くなりましたが、事務局からの資料説明は以上です。
○古元座長　ただいまの説明に対して意見やご質問を伺いたいと思います。
　石田さんからのご説明は、大きく３点あったと思います。
　一つ目が喫煙制限区域の拡大案について、二つ目が加熱式たばこの規制追加案について、三
つ目が巡回指導、周知啓発、都心部の公衆喫煙所整備についてです。
　この３点について、順に皆さんからご意見をいただきたいと思います。
　まず、一つ目の喫煙制限区域の拡大についてご意見がある方がいらっしゃいましたら、ご発
言をよろしくお願いします。
○國枝委員　前回の会議のときに、大通公園はできれば全体をやったほうがいいのではないか
という意見を申し上げました。ただ、すすきのなどの飲み屋街は規制が大変なのではないかと
いう意見も前回出たと思います。それに比べると、かなり積極的で攻めた感じだなという印象
です。
　個人的には、できるだけ規制したほうがいいと思っています。前回、エリアの縁のところで
たばこを吸う人が多く、ポイ捨ても多いという話があったと思うのですけれども、広げると、
さらにその広げた外側、このエリアでいくと中島公園の中や豊平川の河川敷が結局多くなる可
能性もあるので、そういうところの取締りを強化していただければと思います。
○古元座長　ほかにございませんか。
○錦戸委員　２番目に書いてありますように、ヒアリングをしていただいて、そこに住む方や
仕事をしている方の意見を取り入れた地域の拡大ということに私はすごく賛成です。
　ただし、地域によって全て同じルールということではないのかなと思っておりますので、そ
こら辺もいろいろと考えていく必要があると思いました。
○古元座長　今おっしゃいました地域によってというのは、もう少し言うと、どういったこと
でしょうか。
○錦戸委員　公園とすすきのエリアは大分違うと思うのです。ですから、もっと喫煙所を置く
ということになれば、今はすすきの市場のところにありますけれども、それを公の札幌市がサ
ポートしていいものかどうかなど、いろいろとあるかなと思いました。
○古元座長　ほかにございませんか。
○戸澤委員　前回の会議の後に本府町連の役員会がございまして、そのときに実情について幾
つかお話を伺ってきたので、ここで二、三申し上げます。
　まず、創成川に近いほうの狸小路１丁目の町内会なのですが、路地や入り組んだ道に入った
ところでのたばこの喫煙やポイ捨てが今もすごく多いということです。以前はあまりに多いか
ら灰皿を置いていたのです。そうしたら、ここは禁止の区域だから灰皿を置いてはいけません
ということで灰皿を置けなくなり、結局、ポイ捨ては今も変わらずあるということです。その
清掃は地域の方がしておりますし、ポイ捨てがなくなっているわけではないということです。
　また、歩きたばこですが、町内会の会長は外国の方が歩きたばこをしているのを見たことが
ないとおっしゃっていました。歩きたばこをするのは日本人であって、日本人が歩きたばこを
している、外国の方は自分の国では禁止になっているので、自国で駄目なことは海外に行って
もしないということでした。
　ただ、ポイ捨ては、食べ歩きの習慣があるので、ごみ箱がないから飲み物の空きカップなど
を縁にぽっと置いていくのはよく見かけるということです。
　それから、西７丁目の南１条大通側の町内会では、ビルの駐車場で喫煙者が多くてポイ捨て
が毎日のようにあるので、毎朝掃除しなければいけない状況になっているそうです。周りがビ
ルで表の通りから見えにくいところの駐車場でたばこを吸っている方が多いということです。
これだけ多いので、本当に過料を取っているのだろうかともおっしゃっておりました。過料を
取って禁止だとなっていればなくなるのだろうけれども、なくならないので、過料をちゃんと
取っていないのではないかということでした。
　狸小路のほうでは過料を取っているよとおっしゃっていたので、大きい通りでは巡回されて
いて、そこで過料ということもあるのでしょうけれども、結局、見えないところで隠れて吸う
ようになってしまうのです。大きい通りから１本入った裏側の道ですね。例えば、三越の裏側
の道や中通りでは歩きたばこがありますし、ちょっとした路地や入り組んだところでたばこを
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吸っている方がいて、そのポイ捨てのため、たばこの掃除が大変だということです。
　また、その７丁目の駐車場では立ちションをする方もいるということで、ビルの上からだと
丸見えなのだそうです。大通公園にはトイレはないのかしらと思ってしまうのですが、人は見
えないところではそういうことをしてしまうのかなと思います。
　表向きはポイ捨てがなくなっているように見えたとしても、路地などは住んでいる方々が掃
除をしてきれいに保っているようです。ですから、大通公園全域や創成川のほうは規制をして
いただきたいと思うところですが、喫煙所の設置を増やしていただけたらなと思います。
○古元座長　続きまして、土田委員、いかがでしょうか。
○土田委員　区域に関しては、やむを得ないのかなと思っております。
○古元座長　椎野委員、お願いします。
○椎野委員　禁煙制限区域拡大案についての方向性は賛成です。
　今回、かなり大きく拡大する案をお示しいただいていますし、公園については、西８丁目か
ら西側のところは公園の部分だけ拡張ということで、大通公園全体に制限をかけるという案を
お示しいただいています。
　これに関連して、２０２１年に大通公園周辺の保育施設にどういうふうに公園を利用してい
るか、利用する上で何か困ったことはありませんかというアンケートをしたことがありました。
その結果、利用の際に気になる点や改善が必要な点としては、件数としては、カラスが非常に
多くてお子さんの安全が守れるか心配である、また、道路に飛び出さないかという安全に関わ
るところが非常に多く、件数としては物すごく多いわけではないのですが、公園内で喫煙をす
る人がいて困るというご意見が２５件ぐらいありました。対象は３１か所なので、それなりに
数は多いのかなと思います。
　それから、保育所の数で言うと、１丁目から西１２丁目までの範囲で３１か所あったので、
調査協力をお願いして回答していただいたのですけれども、件数としては西８丁目より西のほ
うが保育所の数が多いのです。そういうことから考えますと、どこの場所にあるかまでは、匿
名でアンケートをお願いしたので、把握はできてないのですけれども、件数自体は西８丁目か
ら西のほうが保育所の数が多いし、そんなに長距離を歩けるわけではないので、利用の頻度と
しては西８丁目より西のほうが利用頻度が高いということは十分に想定できます。
　そこから考えると、西８丁目から西の部分も含めて公園全体に制限をかけることに一定の合
理性はあると思いました。
　ただ、一方で、今回、多いところをマップで示していただいていますけれども、公園の管理
を所管している建設局みどりの推進部や実際に公園の管理をしている指定管理者の方のほうが
日常的な苦情を市民の方からいただいていると思うので、その辺を聞き取りした上でそういう
ところも把握しておく必要があると思いました。
○古元座長　貴重なアンケートの結果なども教えていただきまして、ありがとうございます。
　次に、大椋委員、お願いします。
○大椋委員　喫煙制限区域の拡大案については、おおむねこのとおりかなと思う一方で、１
ページの１の（２）にそもそも公園は健康になるためにというくだりがあるのですけれども、
それでいくと、拡大案に隣接している大きい公園として中島公園があると思います。特に、Ｍ
ＩＣＥ施設が今後できることを考えますと、この勢いで中島公園までエリアに含めてしまうほ
うがよいのではないかと思いました。
○古元座長　それでは、金澤委員、お願いします。
○金澤委員　おおむね皆さんの意見と一緒なのですけれども、びっくりマークがついている苦
情が多い地域は、なぜ多いのかというふうに見ると、きわだから、ここであればいいと思った
ということです。
　先ほど戸澤委員がおっしゃったように、見えないところで吸っているのは駄目だとご理解を
いただいた上で、隅っこでこっそり隠れて吸うのであれば、これを広げても、またこのきわで
吸われるか、もしくは、この中の隅っこに隠れて吸わざるを得なくなるかもしれません。ビジ
ネスマンの方が多いのも、オフィスで禁煙が進んでから、なおのこと喫煙エリアがなくなった
からだと思うのです。それと同時にコンビニの前の灰皿も撤去されました。
　今回、雪まつりにすごく大きな喫煙所ができていると思いますが、ああいった視認性が高い
場所ができたときにどれぐらいのポイ捨てがあったのか、なかったのかも併せて参考にするの
がいいと思います。
　皆さん、悪いことをしようと思ってされているわけではないから、隅っこに隠れられている
のかなと思うのです。エリアに関しては、公園が入るので、お子さんに対しても配慮があって
いいと思うのですけれども、あわせて、ルールを守りやすくするような仕組みづくりを考えて
いただければと思います。
○古元座長　区域につきまして、一通り皆さんからお話を伺いました。
　ほかの委員の方のお話を聞いて、もう少し言いたいことや言い忘れてしまったことはござい
ませんか。
○椎野委員　１点だけです。
　エリアが増えるということなので、巡回指導員の増員が必要になりますか。頻度を減らすと
効果が減退すると思うので、当然ご検討されているとは思うのですが、そのあたりも必要かな
と思いました。
○古元座長　ほかにございませんか。
○錦戸委員　人の流れが多い中央区の中の大通公園ですが、インバウンドを考えると、羊ヶ丘
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展望台とか前田森林公園など、札幌市にはいろいろとありますよね。全ての公園ということで
はないですけれども、中心の地区にはない公園について札幌市はどういうふうに考えていらっ
しゃるのか、お聞きしたいです。
○札幌市（近藤企画係長）　公園部局の近藤と申します。
　今回、大通公園などが話題になっていますので、この検討会の状況なども踏まえながら、郊
外についても状況を見ていきたいと思っております。
○錦戸委員　検討会の名称に「都心部の」と書いているので、その検討ということが分かりま
した。
○古元座長　ほかにございませんか。
○戸澤委員　すすきの協会の方のご意見の中で、ゼロ番地に灰皿を置いたらポイ捨てがなく
なったというお話なのです。すすきのでは取締りよりも周知啓発に力を入れてほしいと書いて
あると思うのですけれども、先ほどお話ししたように、逆に路地や区域の中でポイ捨てが多く
て、過料を取られるから隠れて吸うようになっていますので、過料を全く取られないとなると、
結局はなくならないのではないかと思います。区域が一緒になってしまうと同じような対応に
なってしまって、結局、人員を多く配置している割には、あまり効果がなく、啓発活動だけし
ていますみたいなことになるのかなと危惧しております。
○古元座長　ほかにございませんか。
○國枝委員　個人的な意見ですが、基本的にたばこの問題は健康の問題ですし、公園に関して
言うと健康のための場所でもあるので、この会は都心部の話ですけれども、公園を規制すると
いうのは本当は必要な流れなのかなと思います。
　札幌市は都会ですけれども、こんなにきれいなまちなのだよという美化という問題が一番大
事かと思います。それこそ、本当は札幌市全体が禁煙でもいいのではないかと思います。現実
的には難しいですけれども、そういうことを考えれば、少しずつエリアを広げていくという流
れなのかなと思います。
○古元座長　皆様、貴重なご意見をありがとうございます。
　よろしければ、制限区域の拡大についてはこのくらいにさせていただきまして、次に、二つ
目の論点の加熱式たばこの規制追加案についてです。
　今、健康のお話もいただきましたし、先ほど資料もご説明いただきました。
　加熱式たばこについて、まず、国枝委員から補足があればお願いしたいと思います。
○國枝委員　まず、規制に関していうと、法律ではないので、本来、たばこは体に害があるの
が一番の問題ですけれども、それを前面に出して規制するのは難しいところもあって、やけど
などの話になってしまっています。
　加熱式たばこの話ですけれども、加熱式たばこと電子たばこは別物なので、混乱している人
もいるかもしれません。加熱式たばこも紙巻きたばこもたばこですが、あくまでも電子たばこ
はたばこではないというところが大きな違いです。それを規制できるかできないかという話だ
と思います。
　普通の紙巻きたばこ、一般的なたばこも、１日に吸う本数が多ければ多いほど、また、年数
が長ければ長いほど、健康に対するリスクはどんどん上がっていくことは明らかです。そのた
ばこの種類にもいろいろあって、成分や含まれる量も違いますけれども、加熱式たばこに関し
て言うと、有害物質の量が少ないたばこという考えだと思います。
　日本呼吸器科学会で言われていることは、加熱式たばこだから安全なわけではないです、そ
んな証拠は全くありません、規制するべきなのですよとなっています。それはあくまでも加熱
式たばこが安全というエビデンスがない話なので、長期的に見なければいけないところもあり
ます。
　加熱式たばこに関して言うと、要するに、有害物質の少ないたばこなので、決して安全では
ないです。リスクはちょっと少なめですよということなのだと思います。
　たばこにはいろいろな成分がありまして、依存性にはニコチンが多く影響していると思いま
す。ニコチンの量に関して言うと、加熱式たばこの種類によっては紙たばこと同じぐらい含ん
でいるものもありますので、全然安心ではありません。
　有害物質に関しては、普通の紙たばこに比べると１０％、２０％と少なめではありますけれ
ども、決してゼロではありません。これも前回お話ししたと思います。あくまでも有害なもの
を含んでいることを理解した上で、少なかろうが、害があるということを皆さんが認識しなけ
ればいけないと思うのです。
　国としては、医療費がどんどんかさんできて、それをどうやって減らそうかと考えたときに、
病気を予防することが大事だということで、予防にかじを切っているところがあります。
　例えば、市でやっている健康診断は、メタボ対策、生活習慣病予防のための健診で、がん検
診ではないですね。予防がすごく大事なのです。特にたばこは発がん性があって、予防できる
がんの一番の原因はたばこだと言われています。また、がんだけではなく、糖尿病や心疾患、
頭の病気など、ニコチンそのものが血管を収縮させるので、いろいろなところに悪さをします。
それはたばこをやめることで予防することができるので、最終的に医療費を減らしていくこと
につながっていくわけです。だから、世界的な流れとしてたばこを規制していかないといけま
せんが、国としては、税金も入ってくるし、お金の問題が絡んでくるので、そう簡単にやめら
れないところがあります。
　今、一つは、値段を上げて税金をある程度確保しています。高くなれば吸う人が少しずつ
減っていきますけれども、国に入るお金が一緒なので、そういう方向にだんだんなっていくか
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なと思います。
　前回の話で加熱式たばこの割合が増えてきているということがありました。確かに、同じ１
本を吸うのであれば加熱式たばこのほうがちょっとはいいです。そういう流れになっていくと
思うのですけれども、では、加熱式たばこは、普通の紙たばこを１本吸えばそれでいいのかと
言われると、駄目なものは駄目なのですね。最終的には、加熱式たばこも含めてできるだけた
ばこをやめていくようにこれから進めていかなければいけないと思うのです。それは、札幌も
規制していかないといけないです。
　先ほどの最後の資料の中で、加熱式たばこが札幌では規制対象ではないということでしたが、
ほとんどの自治体が規制や注意をしていて、むしろ札幌は遅れているのです。札幌は２００万
人都市で、政令指定都市の中でも大きなほうに入るわけですから、先頭を切っていろいろと規
制していかなければいけないと思います。ですから、今回、加熱式たばこを規制するというの
は当然のことではないかと思います。
　では、電子たばこはと言われると、たばこではないので、今のところはしようがないかなと
いうところがあります。電子たばこは、たばこの葉は含んでいないですけれども、害がないか
と言われると、そうでもないのです。そうなると、結局、全部を規制しなければいけないので
はないかという話になってしまいます。
　日本はニコチンを含んでいるものは電子たばことして認めていないのですけれども、海外の
ものは含んでいるものが結構たくさんあるのです。今、特に若い人は簡単に外国から取り寄せ
られてしまいますから、ニコチンが入っているほうがおいしかったりして、そういう方向に
行ってしまうので、若い人の電子たばこの問題も出てきています。
　今回は加熱式たばこまででいいのではないかと思うのですけれども、最終的には電子たばこ
も規制しなければいけないのではないかと思います。
○古元座長　皆さんも大変勉強になったと思います。
　それでは、今の国枝委員からのご説明も踏まえまして、加熱式たばこを規制に追加するしな
いという論点について皆様からもご発言をいただきたいと思います。
○戸澤委員　先ほど、たばこは体に害があるから規制をしてゼロに近づけたいというお話だっ
たと思うのですけれども、残念ながら、たばこを吸う人はゼロにはならないと思います。海外
もそうですけれども、たばこを吸う方はある一定数はいらっしゃるのだろうと思います。
　また、加熱式たばこについてですけれども、たばこはニコチンとタールを含むのが体に悪い
のかなと思っていまして、加熱式たばこの中には、ニコチンの量のほか、タールを含まないも
のも販売されているようです。電子たばこは、たばこという名前がついていますけれども、も
ちろんニコチンが入っていませんので、たばこではないです。電子たばこという名称ですが、
たばこではないです。
　逆に、国でたばこの葉の量を確認できるから、安心と言うと変ですけれども、ゾンビたばこ
など、何が入っているか分からないものも出回ってくると規制が大変なので、そこをきちんと
規制できるような形にしていかなければいけないという問題があるかもしれません。
　これはたばこという概念とはまた違うのですが、逆に言えば、日本ではたばこ葉があること
で管理ができているのです。電子たばこの管理もきちんとしてほしいのですけれども、加熱式
たばこ機器の規制であれば、副流煙によってたばこを吸っている方の周りにいる方にどれだけ
の害があるかが問題ではないかと思っております。
　たばこを吸っている人は、自分が吸っているので、体に悪いことを分かっていると思うので
すが、屋外で加熱式たばこを吸った場合、どれほどの害があるかと考えたときに、例えば、車
の排気ガスなどと比べてもっと規制しなければいけないほどの害があるのか、と思います。
　もし加熱式たばこの副流煙は紙巻きたばこほど害がないということであれば、例えば、紙巻
きたばこの喫煙所は屋根つきで空気が清浄できるところでなければいけないのですけれども、
加熱式たばこであれば、５丁目の喫煙所のように灰皿を置かずに加熱式たばこの吸えるエリア
ですよとするだけで皆さんはたばこを吸うこともできると思います。
　加熱式たばこと紙巻きたばこを全く同様に考えるのはちょっと違和感があるというか、同じ
ではないと思うのです。皆さんも分かってきていると思うのですけれども、紙巻きたばこ用と
加熱式たばこ用の喫煙所を分けたいというのは、加熱式たばこを吸っている人も紙巻きたばこ
を吸う人と一緒に吸いたくないからだと思うのですが、逆に、同じであると言うのなら、紙巻
きたばこを吸う人と一緒でもいいと思うのです。加熱式たばこの人は、紙巻きたばこの人と同
じ部屋では吸いたくないし、同じものではないということで、今、加熱式たばこ用の喫煙所が
増えているのかと思います。
○古元座長　貴重な意見が出されて盛り上がってきましたが、ほかにいかがでしょうか。
○大椋委員　加熱式たばこの規制追加案については、どこかで線引きをしないと駄目だからこ
ういう書き方になっているのだろうと思うのです。電子たばこについては対象としないという
ことですね。
　ただ、難しいと思うのは、取締りをするときに、見た目でこれは電子たばこだな、これは加
熱式たばこだなと判断できるのかというところがすごく疑問です。基本的には、先ほど申し上
げましたように、線引きの観点から加熱式たばこも規制がかかるのはやむを得ないかなと思い
ますが、過料徴収の取締りの実効性を考えると非常に難しいなと感じました。
○古元座長　ほかにいかがでしょうか。
○金澤委員　ぜひ戸澤委員にビルの隅っこを見ていただきたいのですけれども、紙巻きたばこ
だけがポイ捨てされているのではないと思うのです。恐らく、加熱式たばこを吸っていいのだ
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と道端で堂々と吸っている方はそんなに見受けられないと思っています。加熱式たばこだから
吸っていいと吸われている方は、道を歩いていても見かけないですよね。たばこはそこら辺で
吸っては駄目だと皆さんは理解されていて、だからこそ、みんな隠れて吸ったり、きわのとこ
ろで吸ったりされているのだと思うのです。
　ですから、健康によくないから加熱式たばことか、健康にいいというだけでは人は物を選び
取らないと思いますし、皆さんは健康に悪くてもされていることがあると思うのです。体に悪
いと分かっていながら、お酒はおいしいよねとか、ケーキを食べ過ぎてしまったということが
あると思います。ですから、健康だけという観点で言うよりも、どういう事情にあるのか、電
子たばこだったら堂々と吸えるぜといって吸われている方がどれほどいるのか分かりませんが、
たばこは駄目ということで皆さん納得されると思うのです。電子だからいい、加熱式だからい
いと理解されている方はそんなに多くないと思うのです。
　私も恥ずかしながら、今回、お話を聞いてから加熱式たばこは吸ってもよかったということ
を知りました。ですから、禁煙になりました、喫煙はできませんとなったら、ここはそれほど
大きい論点にしなくても大丈夫ではないかと思っております。
○古元座長　なるほど、よく分かりました。
　椎野委員、いかがでしょうか。
○椎野委員　規制の見直し案に対して賛成です。
　国枝委員から詳しく丁寧にご説明をいただいたので、私も含めて、ここにおられる方はよく
理解できたと思うのですけれども、一方で、新しいことを始める場合は何事もそうかもしれま
せんが、喫煙される方もされない方もきちんと理解していただけるように、趣旨や変更の意図
について丁寧に説明をしていただけるといいと思います。
○古元座長　では、土田委員、お願いいたします。
○土田委員　一番最後のページの調査結果・設問をよく見ますと、路上喫煙禁止区域における
加熱式たばこの行政の取扱いということで、規制対象は６自治体で規制対象ではないのが１３
自治体ということでよろしいのですね。
　札幌市は規制もしていなくて注意もしていないということですが、ここに規制対象ではない
が注意をしているという中間的な措置ゾーンがあると思うのです。皆さんの意見を聞いている
と、過料となると行政罰なので、行政としていきなり過料まで課すのか、１２自治体のように
規制対象ではないが、注意をしているというステップがあってもいいと思いました。
　また、ポイ捨ての件も区域の制限で議論されていたのですが、私は承知していないのですが、
ポイ捨てというのは、紙巻きたばこの人のポイ捨てが多いのか、加熱式たばこの人のポイ捨て
が多いのか、その辺のデータはあるのでしょうか。
　僕のイメージだと、紙巻きたばこはポケットに戻せないので、捨ててしまって、それが目立
つのではないかと思うのです。そういう意味では、厳密に言うと同じ規制でなくてもいいのか
なという印象は持ちました。
　それから、電子たばこの議論がありました。我々はよく大通でイベントをやるのですけれど
も、正直に言って、電子たばこを吸っている人を見たことがないのです。議論をしたとしても、
そもそもどのぐらいのユーザー数がいるのか分からないので、データがあればいいのかなと思
いました。
○古元座長　ポイ捨てされているたばこが紙巻きたばこなのか、加熱式たばこなのか、委員の
皆様、もしくは事務局で何か情報があればお願いします。
○事務局（藤本事業廃棄物課長）　たばこを吸っている方が多いという調査の中で、併せてポ
イ捨てされているものも調査しているのですけれども、吸い殻という大きなくくりでしか確認
していなくて、どちらが多いかという内訳までは具体的に押さえてはいないですが、もちろん
加熱式たばこのポイ捨てもあります。量的には喫煙者の割合からすると紙のほうが多くなって
いると思うのですけれども、両方が含まれていることを確認しております。
○古元座長　両方あるということですね。
　戸澤委員、何かありますか。
○戸澤委員　ポイ捨てということなので、紙巻きたばこが捨てられることがとても困るのです
よね。土壌汚染にもなりますし、ごみがそのまま滞在してしまうということになります。加熱
式たばこの場合はカートリッジですから、ポケットに入れて持って帰って、ごみ箱に捨てるこ
とができます。ですから、過料を取るのであれば、加熱式たばこではなく、火のつくたばこに
対しては厳しくしていただきたいと思います。
　健康のためには、ニコチンの量やタールが少ないものに移行していけば少しずつ健康になっ
ていくと思うので、段階的な健康の進め方としても、紙巻きたばこと同じように加熱式も駄目
というよりは、逆に加熱式のたばこのほうが安くて買いやすければそちらを買うとか、吸える
場所があるときは加熱式で、喫煙所に行ったときは紙巻きたばこというふうに自分で調整でき
ると思うのです。
　まずは、とにかく紙巻きたばこの規制は厳しくしていただきたいのですけれども、加熱式た
ばこについては、同じように規制するとしても、過料までは取らないとか、範囲を広げて経費
がかかるようになったときに、ここの路地裏はたばこを吸う人がいる地点だなと確認してまた
巡回するとか、そういうきめの細かい巡回ができるように進めていただけたらと思います。
○古元座長　錦戸委員、いかがですか。
○錦戸委員　弊社の場所は北３条西１丁目なので、ホテルが三、四軒ぐらいあるのです。この
間もお話を聞かせていただいたのですけれども、やはり、見えないところに吸い殻やカート
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リッジがいっぱいあって困るということで、支配人など、いろいろな方が毎日のように拾って
いるのが現実です。
　この見直し案を見ると、紙巻きたばこだろうと、加熱式たばこだろうと、ポイ捨ての対象に
なるということであれば区別しないで両方とものほうがいいのではないかと私は思いました。
○古元座長　大変充実したご意見をいただきました。
　続きまして、三つ目の論点に進んでまいります。
　資料の５ページの巡回指導、周知啓発、都心部の公衆喫煙所整備について、皆さんからご意
見をいただきたいと思います。
○國枝委員　エリアを広げていくとなると、当然、その中でたばこを吸う場所が少ないと問題
になってくると思うので、それに比例してどんどん増やしていかなければいけないと思います。
○古元座長　喫煙所を増やしていかなければいけないのではないかということですね。
　ほかにいかがでしょうか。
○戸澤委員　喫煙所の設置については、建物を建てるにしても、啓発活動にしても、また、設
置した場合の喫煙所の清掃や維持などに対してもお金がかかります。
　宿泊税というお話がありましたが、まちをきれいにしようということであれば宿泊者にとっ
ても利益があるので、それに関わる活動に対して宿泊税を使用するのはいいと思います。しか
し、喫煙所の設置や清掃、維持に関しては、宿泊者に対してのメリットがないと思うのです。
ですから、宿泊税というよりも、たばこ税を使用して、吸う人が払った税金で喫煙所をつくっ
たり喫煙所の清掃や維持をするというほうがいいと思いました。
○古元座長　ほかにいかがでしょうか。
○土田委員　一番最初のページに喫煙所の整備と周知や規制の強化はセットだとあり、そのと
おりだと思いますし、多分、そこには皆さんも異論はないと思います。
　しかし、財源については、観光の仕事をしていると、宿泊税をどういう使途に充てるかとい
う話はコロナの前からよく出ていまして、確かに、全く駄目ということはないのですが、我々
が行政の議論を見ていく中で、宿泊税は、宿泊する人が全員たばこを吸うわけではないとなる
と、吸わない方からも税金を徴税することになるので、宿泊税を使うという議論はすごく慎重
になるべきということは申し上げたいです。
　おっしゃるとおり、地方税にはたばこ税があると思うので、宿泊税もセットなのかもしれま
せんが、そこは慎重な議論が必要かと思いました。
○古元座長　ほかにはいかがでしょうか。
○金澤委員　苦情が多かったということがこの話の発端なのかもしれないですが、苦情を言わ
れた方たちも、皆さんが納めた税金をさらに拡大して使うことになりましたと言ったら、そこ
まですることはあったのかと思われるかもしれません。
　札幌市が全部禁煙になればいいという国枝委員のお話はごもっともなのですけれども、そう
すると巡回指導員が札幌市内中を練り歩くのかと考えると、ちょっと現実的ではないですね。
また、エリアを広げたとて、これを増やしますという実例をつくると、エリアを広げるために
監視員を増やしていくのも監視社会みたいでしんどい話です。この人手不足の時代に監視員を
どんどん増やしていくというのは、これから先を考えてもあまり現実的ではないとなると、喫
煙所を啓発して、ここは吸えるから外は駄目だよということを理解していただくのが一番しっ
くりきます。また、まちなかに駄目ですという張り紙があちこちにある観光都市はどうなのか
なとも思います。ですから、目が届き、必ず見ていただけるところに効果的に掲示をするのが
まずは一番なのかと思います。
　ただ、財源に関しては、私たちがくださいと言って簡単に出てくるものでもないのではない
のかなと思っていますので、慎重に議論すべきかと思います。
○古元座長　ほかにいかがでしょうか。
○戸澤委員　たばこに関しては、子どもの前で吸わない、公園では吸わないなどのマナーが大
事だと思うのです。吸った後でポイ捨てするのもマナーとしてあり得ないことなので、見てい
ますよという看板がよくあると思うのですけれども、全体的にマナーを向上させるような形で
啓発していくといいと思います。
　また、すすきの観光協会の方の話でも、狸小路への看板の設置など、いろいろなことに協力
できるし、どのような形がいいか、話を聞いてほしいということもありました。先ほどの金澤
委員の話や前回の錦戸委員の話もありましたけれども、規制が多い社会をよしとせず、甘いと
言われるかもしれないですが、人の心に訴えるような、その行為は格好が悪い、たばこをポイ
捨てするのも紙巻きたばこを吸っているのも格好が悪いという風潮になればいいなと思います。
○古元座長　取締りや規制というアプローチではなくてということですね。
　ほかにございませんか。
○大椋委員　公衆喫煙所の整備は絶対的に必要だと思っています。
　性善説かもしれませんけれども、紙巻き、加熱式を問わず、喫煙者の方は、ほんの一握りを
除いては、ポイ捨てをしたいと思ってやっている人はいないと思うのです。現にすすきのの国
道３６号線の南側の薄野交番の東側のファミリーマートがあるところの前にいまだに灰皿を置
いているのですけれども、あそこはすごく人がいるのです。あそこが歩道なのか、公開空地な
のか、私有地なのか、分かりませんけれども、真冬でも寒い思いをしながら皆さんちゃんとあ
そこで吸っているのです。
　ということを考えると、喫煙所を設置すれば、皆さん、そこでお行儀よく吸っていただける
のではないかと思いますので、整備は必要だと思います。
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○古元座長　ほかにいかがでしょうか。
○國枝委員　ポイ捨てする人は、結局、そういう人なのだろうと思います。そういう人は、結
局、ごみとかも普通に捨てる人なのだと思うのです。決してたばこを吸う人がみんなそういう
人だということではないと思います。ただ、やってはいけないのだということを分かってもら
うためには、ある程度、規制をしたり注意をしたりして、場合によってはお金も取るというこ
とが必要ではないかと思います。
　理想を言うと、それこそ札幌全体でたばこを規制するとなったときに、それを監視するのは
当然無理な話ですけれども、規制をしないことが当たり前の世の中になってくれるのが理想か
なと思います。
○古元座長　深い議論になってまいりました。
　ほかにいかがでしょうか。
○椎野委員　制限区域の拡大と併せて喫煙所の整備を進めていくというところは合理性がある
ので、必要な対応かと思います。
　観光都市にふさわしい公衆喫煙所の整備というところでデザイン的に配慮した写真がありま
すが、ぜひ目指すべき姿の観光都市札幌にふさわしい環境美化に貢献するようなデザインの喫
煙所をつくっていただけるといいかと思います。
　よく空港でトイレに入りますと、４か国ぐらいの文字が書いてあって、こんなに必要なのか
というところがありますし、例えば、喫煙所はよくても、案内板にすごくいろいろな情報が
入っていてかえって分かりにくくなることもあります。観光客がいるし、年配の方は英語が読
めないかもしれないからと、日本語、英語、韓国語、そして中国語は２種類くらい書いてあっ
て何だかよく分からなくなっているということが往々にしてありますので、シンプルにピクト
グラムみたいなもの置くなど、言語は必要なくて、イメージだけで分かるしつらえにしても
らったほうが環境美化に貢献すると思います。
　せっかくつくっていただくので、観光都市札幌にふさわしいデザインにしてもらえるといい
と思います。
○古元座長　ほかにいかがでしょうか。
○錦戸委員　今おっしゃったように、５ページ目の目指すべき姿のキャッチフレーズは非常に
すばらしいと思いました。
　市民と観光客と書いてありますけれども、例えば、市民としての意識向上も必要ではないか
と思いました。実は、私は、この委員になりまして、ホームページにアップしてくださってい
るということで久しぶりに札幌市のホームページを拝見したのですけれども、その中で、札幌
市民憲章という昔からの憲章がございまして、その中の３章に「きまりをよくまもり、住みよ
いまちにしましょう」というフレーズがあるのです。とても抽象的ですけれども、それを頭に
置けばマナーの向上になると思います。それは、報道を通してとか、回覧板のどこか１ページ
に書いて皆さんの目に留まるようにするなど、決まりとはどういうものかを札幌市民にもう一
度周知していただければありがたいと思いました。
○古元座長　皆さんから一通りご意見をいただきました。大変貴重なご意見をいただきまして、
感謝申し上げます。
　三つの論点について、皆さんからお話をいただきましたが、全体を通して何かご発言がある
方はいらっしゃいませんか。
○土田委員　一番最初の論点で質問です。
　大通でイベントをやっていると、準備中に車両乗り入れで多数の車が入っているのを皆さん
も見かけると思うのですが、喫煙の制限は、車内の場合はどうなのでしょうか。私たちは事業
者様を注意する側なので、改めてお伺いします。お昼に車の中で休憩を取られて、車の中だか
らいいだろうと思って喫煙される方を多数お見かけするので、制限区域内の車内はどういう位
置づけなのか、グレーなのかもしれませんけれども、もし分かればコメントをいただきたいで
す。
○事務局（藤本事業廃棄物課長）　喫煙制限区域の中でのたばこの制限のルールですけれども、
まず大前提として公共の場所という条件があります。ですから、先ほど、駐車場などでという
お話もありましたけれども、民間の敷地の中は我々の巡回指導員の立入りができないので、喫
煙していても取締りができません。
　同じように、車の中でたばこを吸われているのも、その空間は「私」の場所だと思いますの
で、制限はかけられず、注意はできないのですけれども、窓を開けて周りに迷惑をかける行為
であれば、程度問題もあると思いますけれども、巡回中に発見した場合には指導することはあ
り得ると思います。ただ、基本的に、見つけたら、即、過料を取りますという運用をしている
わけではありませんし、どんどん取締りをしているわけではありませんので、程度問題で指導
でとどめる場合もあります。
○古元座長　私から一つだけ確認させていただきます。
　２ページの札幌大通まちづくり株式会社からのご意見の中に、区域の境界は車道の反対側の
歩道まで含めてほしい、公園に接する歩道まで含めてほしいというご意見がありますよね。今
回提示していただいた案は、それに沿ったものという理解でよろしいでしょうか。
○事務局（藤本事業廃棄物課長）　そこは、今回の検討会でご意見をいただいた上でと思って
おりまして、どちらにするかは現時点ではまだはっきりとさせていない状態です。
○古元座長　３ページの青い点々の書き方が割とちゃんと反対側の歩道まで入れているのかと
思いましたけれども、そこはご意見をいただいたほうがよろしいですか。
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○事務局（藤本事業廃棄物課長）　今回の検討会で拡大案を決定するわけではありません。皆
様からご意見をいただいた上で、この後、意見を聞けていない関係団体もありますので、そう
いったものを踏まえて改めて整理していくことになりますので、ぜひご意見をいただきたいと
思います。
○古元座長　検討会の位置づけはそうですね。
○戸澤委員　先ほど、駐車場は範囲内ではないというお話だったのですけれども、ポイ捨て禁
止条例では対象区域が市内全域となっております。ですから、路上喫煙の場合は公共の場所、
道路や公園などが該当するということですが、ポイ捨てに関しては、駐車場だから、よその家
の路地だからということではないかと思うのですけれども、いかがですか。
○事務局（藤本事業廃棄物課長）　ポイ捨てに関しては、おっしゃるとおり、公共の場所に限
らず、市内全域で過料の対象にしていますので、どこで捨てても違反になります。ただ、路上
喫煙、たばこを吸う行為に関しては、先ほどお話しした公共の場所だけが取締りの対象になっ
ているという状況です。
○戸澤委員　それでしたら、ポイ捨てがあった場合は、過料や取締りをきちんとしていただけ
たらなと思います。
　見えないところにたばこの吸い殻がたくさんあって、隠れて吸うということは火事なども心
配になるのです。ですから、そういうことがなくなるように、巡回にしても、取締りにしても、
活動をしていただきたいと思います。
○古元座長　今、課長からもありましたけれども、そこは事務局案として明確ではないという
ことですね。例えば、公園に沿ってある歩道をどうするか、端境に反対側の歩道まで入れるか
どうか、細かい論点ですが、そこについて何かご意見がある方はいらっしゃいませんか。
　椎野委員、公園の歩道はいかがですか。
○椎野委員　公園の敷地内の園路は公園の一部ですね。
○古元座長　大通公園の横の土の歩けるところは公園ではないのですか。
○事務局（藤本事業廃棄物課長）　そこで実際にたばこを吸っている人が多いという状況があ
るのです。
○椎野委員　正確には把握していませんが、恐らく、公園内の園路の一部だと思います。
○古元座長　２ページの公園に接する歩道とは何かということですね。
○事務局（藤本事業廃棄物課長）　今、正確なところをお答えできません。申し訳ありません
が、この点に関しては宿題とさせていただきたいと思います。
○戸澤委員　反対側の歩道は入れないということですか。
○事務局（藤本事業廃棄物課長）　もともとこのお話があったのは、駐輪を禁止するという
ルールで区域に線を引いたときに反対側の歩道に駐輪が移ってしまったというお話がまちづく
り会社の社長からありました。そのため、同じようにたばこについても制限をかけたほうがい
いのではないかというご意見でした。
○大椋委員　道路を挟んだ向かいということですか。
○事務局（藤本事業廃棄物課長）　そうです。
　いろいろとご意見をいただいた中でもありましたとおり、喫煙制限区域のちょうど境のとこ
ろ、区域ではないすぐのところで苦情が多い状況です。これは、恐らく、ただ拡大するだけで
は移るだけになると思いますので、喫煙所を併せて整備し、きちんとルールを守って吸ってい
ただけるような環境を整備したいとご提案しています。
　それをやることによって、区域のきわでの路上喫煙が防げると思いますし、どういうふうに
線を引くかといったら、必ずしも向かいの歩道まで入れなくても喫煙所を効果的に配置できれ
ばそれを防げると考えています。
○國枝委員　実際には道路の向こう側までのほうがいいと思います。
　ただ、皆さんにどこまでの範囲かを説明するときに、何丁目の向こう側までと説明するのが
なかなか大変ではないかと思うのですけれども、啓発としてはどうなのでしょうか。
○事務局（藤本事業廃棄物課長）　第１回検討会で示しました現状の区域がどこまでかご存じ
ですかというアンケートでも、知っているという方は大体２割ぐらいだったのですけれども、
何条何丁目という具体的な住所は分からないという方がほとんどでした。実際には、路上にス
テッカーを貼って、ここが区域ですよと見せていますので、それで気づいていただいている方
がほとんどだと思います。
　仮に道路の向かいの歩道まで入れた場合には、そちらにもステッカーを貼って、ここは区域
ですよということをアピールしていくことになると思いますけれども、言葉で区域がどこです
よと説明するときの難しさは出てくると思いますので、そういったところも含めてどちらがよ
いのか、ご意見をいただければと思っております。
○古元座長　この点について何かご意見はございませんか。
○大椋委員　きわは絶対に発生しますので、公園という整理にするのが一番分かりやすいので
はないかと思います。
○古元座長　様々なご意見をいただきましたが、その他、これ以外の件でも何かございません
か。

（「なし」と発言する者あり）
○古元座長　大変盛んに建設的なご意見をいただき、ありがとうございました。
　各委員から一通りご意見をいただきました。
　改めまして、各論点について、検討会で出た意見を確認したいと思います。
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　事務局から、本日出た議論のまとめをお願いします。
○事務局（藤本事業廃棄物課長）　委員の皆様、活発なご議論をいただきまして、ありがとう
ございました。
　三つの論点について、いただいたご意見をまとめさせていただきます。
　まず、１点目の喫煙制限区域の拡大案についてです。
　拡大するということについては、おおむね賛成というご意見をいただいたかと思います。ま
た、駐車場や路地裏など、見えないところでのポイ捨てが多いということで、そういったとこ
ろの取締りもしっかりできるような方法をということでした。これは区域というよりは取締り
の方法になってくるかもしれませんけれども、そういったご意見もいただきました。
　大通公園全域という部分についても、大通公園以外の部分は西７丁目でラインを引いており
ますけれども、創成川公園も含めて公園の全部を区域に入れるほうがいいというご意見でした。
　中島公園の手前まで区域を拡大する案にしているので、どうせなら中島公園も入れてはどう
かというご意見もありました。都心部の話ですので、都心部以外の公園の話は今回は対象外と
させていただきます。
　また、札幌全体が禁煙でもよいのではないかというお話もありましたけれども、これはいろ
いろと課題があるかと思いますので、一旦、今回は都心部の話ということで、大きくは我々が
ご提案した拡大案について賛成のご意見をいただけたということで受け止めております。
　次に、２点目の加熱式たばこについてですけれども、紙巻きたばこと比べた場合に有害物質
に関しては量が少ないという知見はありますが、完全に安全なものではないということで、規
制をするという方向に関してもおおむね賛成というご意見をいただけたと思っております。
　また、電子たばことの線引きなど、いろいろと難しい部分がありますので、取締りの仕方も
含めて検討が必要というお話がありました。そういった観点がありますので、吸う人も吸わな
い人もきちんとルールを理解できるように丁寧に周知をするべきというお話でした。規制のレ
ベルの問題ですけれども、紙巻きたばこを過料の対象として加熱式は注意だけというやり方も
あるのではないかというお話もあったと思います。
　３点目の巡回指導、啓発、喫煙所についてです。
　まず、喫煙所については、エリアを拡大する以上は吸う場所をきちんと確保して規制の実効
性を確保できるようにするべきというお話、また、喫煙所のコストのについては、設置や維持
管理のトータルで見たときにどう考えていくのか、きちんと検討すべきというお話でした。た
ばこ税の活用の話もありましたし、宿泊税は、旅行者はたばこを吸う方だけではないというこ
とで、宿泊税の活用についてもご意見があったかと思います。
　ちなみに、来年度の予算要求で宿泊税の活用について要求をしているところなのですけれど
も、まだ喫煙所の整備の話は入っておらず、周知啓発や巡回体制を強化するために活用すると
いうことで案を出しております。
　また、規制や取締りをどんどん強化して縛りの多い社会ではなくて、マナーを守れるような
方向に持っていくべき、それが理想であるというお話があったと思います。
　喫煙所に戻りますけれども、観光都市にふさわしいもの、案内に関しても、観光客向けに多
言語化をするのではなく、シンプルなピクトグラムを活用した分かりやすいもの、景観にも配
慮したものを用意すべきであるというお話だったかと思います。
　漏れているものがありましたら申し訳ありませんが、いただいた意見の概要は今お話しした
ような内容だったかと思っております。
○古元座長　今まとめていただきました三つの論点について、委員の皆様、お聞きになられて、
認識が違う点や気になる点がありましたらご発言いただけますでしょうか。

（「なし」と発言する者あり）
○古元座長　本日も活発なご議論をいただきまして、本検討会が当初より目的としておりまし
た都心部の総合的な喫煙対策について、皆様と検討会での議論を行うことができたと考えてお
りますが、皆さん、いかがでしょうか。

（「異議なし」と発言する者あり）
○古元座長　それでは、今後の流れについて事務局からご説明をお願いいたします。
○事務局（藤本事業廃棄物課長）　今後の進め方についてご説明いたします。
　まず、喫煙制限区域の拡大についてですが、札幌市ポイ捨て等防止条例の規定で、区域を広
げるとした場合、関係する地域の住民の方や関係する団体、エリアマネジメントをしている会
社などに意見を聞かなければならないという規定になっております。
　今回お示しした区域の拡大案は、すすきの観光協会をはじめ、まだ一部の方にしか意見を聞
いておりませんので、今後、町内会の方やほかの団体の方にも意見を伺って整理を進めていき
たいと考えております。
　また、喫煙所の整備に関しましても、今回の案では具体的な場所についてはご提示していな
いところです。どこに設置するのかがルールの実効性を担保するために必要になってきますの
で、そこに関しましては、市有地であれば市の内部の調整が必要になりますし、民有地であれ
ば地権者の方々との調整が出てきますので、そこにつきましても調整をこれから進めまして、
具体的な案をまとめたいと考えております。
　先ほどの区域の調整と喫煙所の設置場所につきまして、最終的なものが案としてまとまった
段階でこの検討会を開催させていただき、そこでご提示をできればと考えております。その上
でご意見をいただき、最終形態にしていくことを考えております。
　そういった状況ですので、次回の開催時期に関してはまだ具体的にはお伝えできないのです
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けれども、調整の時間を取らせていただいた上で、来年度にはなってしまいますが、３回目の
会議を開催させていただきたいと考えております。
○古元座長　以上で本日の議題は終了となりますが、改めまして、最後のご説明を含めてご質
問やご意見等はございませんか。
○國枝委員　この次に喫煙所の話が出てくるのだと思うのですけれども、実際にどれぐらいの
範囲で幾つくらいというのは判断が難しいと思います。例えば、ほかの政令指定都市だったら
どの程度でどれくらいの数という具体的なものがあれば今度教えていただきたいと思います。
○事務局（藤本事業廃棄物課長）　今の段階で具体的に設置する数についてははっきりとはお
答えできないのですけれども、お話の中でもありましたとおり、たばこによる健康への影響を
考えたときに、喫煙所をどんどん設置していくことは、たばこを吸っていいですよ、どんどん
吸ってくださいというメッセージにもなりかねませんので、たくさん整備すればいいというも
のでもないと思っております。
　また、設置できる場所の調整がなかなか難しいところがありますので、諸々の要素を含めた
上で数も含めて調整をしていきたいと考えております。
○古元座長　ほかにございませんか。

（「なし」と発言する者あり）

　　３．閉　　会
○古元座長　それでは、本日も活発なご議論をいただきまして、ありがとうございました。
　以上で、第２回札幌市都心部の喫煙対策に関する検討会を終了させていただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上　　


